
第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-6-1　業務改善⑤
院内介護研修における reciprocal lecturer 制の効果

福島寿光会病院　看護部介護科

さとう えみ

○佐藤 栄美（介護福祉士），舘野 恵子，渡邉 香奈子，伊藤 晃樹，木田 雅彦

（はじめに）当院は、9 病院と 57 介護事業所から構成される医療介護ひかりグループの一員である。質の高い
専門性を身につけプライドを持つという活動理念のもと、独自の介護研修プログラムを作成した。これを用い
て定期的な院内研修を実施した結果、研修に対する職員の意識の在り方に変化がみられた。
（方法）14 項目からなる介護研修プログラムに基づき、介護職員 13 名が講師となり残りの介護職員 79 名に、
研修を平成 30 年 6 月～平成 31 年 4 月に実施した。受講者には研修プログラムについてのリアクションペーパー

（回収率 81.9％）を、講師には各研修の評価シート（回収率 100％）を配布して調査した。
（結果）講師は参加者が楽しんで取り組めるよう実技を盛り込むなどの工夫を行った。その結果、研修を進め
るにつれて積極的に研修へ参加する職員が増え、以下の主要な感想を得た。1）座学だけではなく演習があり
興味を持てたので学習を継続できた。2）受講者の視点と講師の視点から相互に気持ちを汲み取って研修に参
加することで患者の立場になってこれまでのケアの適否を考えることができるようになった。3）個々のケア
にはそれぞれ根拠があることを知り、より適切にケアを実施できるようになった。
（考察）昨今、介護職における虐待等のニュースが世間を賑わすことがある。その背景には、介護を受ける側
の気持ちを想像できない介護職員が増えている事情がある。今回実施した研修プログラムでは、高齢者の立場
に立った研修が含まれていたことで、参加者も講師も共に相手の立場に立って考える良い機会となった。また、
研修プログラムが参加者の意見をもとにさらに改善される仕組みは、単に研修を受けるだけではなく一緒に研
修を作りあげてゆく点で主体性をもった参加となった。今後は継続的に事業所内研修を行うことで、講師を育
成し、仕事にプライドを持った介護職員の育成を行っていきたい。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-6-2　業務改善⑤
介助方法の標準化を目指して 
～リハビリの立場からできること～

医療法人社団喜生会　新富士病院

すずき まさこ

○鈴木 晶子（作業療法士），奥田 恵，木島 金夫，川上 正人，中島 一彦

【はじめに】
近年、多職種連携が求められる中、患者様の日常生活動作向上を目的とするリハビリ職にとって、介護職との
連携は特に必要不可欠である。しかし、介助方法において、互いが同じ理解を出来ているのか疑問に感じるこ
とがある。今回、介助方法の標準化を図ることを目的とした取り組みを行ったため、ここに報告する。
 

【対象・方法】
病棟業務に携わる介護職員（以下 CW）58 人とリハビリスタッフ（以下リハビリ）18 人にアンケートを実施。
共同で勉強したい内容で意見の多かった項目について共同勉強会を開催し（それぞれ同様の内容を 2 回）、参
加者には事後アンケートを実施。
 

【結果】
・ 共同勉強会の内容で希望が多かったものは、移乗動作・食事介助（嚥下）・ポジショニングであった。今回
は移乗動作とポジショニングについて勉強会を開催した。
・ それぞれの勉強会において、実演があって良かった・用語の説明がわかりやすかった・CW とリハビリのや
り方の違いがわかった等、プラス意見が多数聞かれた。
・ 今後も共同勉強会はあった方が良いという意見が CW：100%・リハビリ：88%。介助方法が統一出来る・イ
ンシデントの防止に繋がる・互いのコミュニケーションの場になる等の意見が聞かれた。
・ 勉強会への参加率の平均は、CW27.7%、リハビリ 91.6% と差がみられた。
 

【考察】
当院では今まで CW とリハビリの共同勉強会の機会はなかったが、実施したことによってプラスの意見が多
く聞かれ、互いのコミュニケーションの場にもなった。しかし、日頃の多忙な業務から開催日を確保すること
が難しく、開催したとしても特に CW は業務時間内では業務から抜けることが難しく参加者数が限られてし
まう現状がある。標準化を図るためには、勉強会の開催方法や伝達方法の改善を行い、時間をかけて取り組ん
でいくことが必要だと考える。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-6-3　業務改善⑤
外国人介護技能実習生を受け入れるにあたり ~ 国と国、共に新たな介護～

特別養護老人ホーム　大井苑　介護

すずき けんた

○鈴木 健太（介護福祉士），伊藤 祐司

はじめに
大井苑は、平成 18 年 2 月に開設され平成 23 年 4 月に増床、現在では 10 ユニット 100 床の特別養護老人ホー
ムです。透析患者様を積極的に受け入れており、現在、70 名の方が透析を受けられています。ご利用者の平
均介護度は 4.3 です。
大井苑では令和元年 8 月～年末にかけてベトナム 2 名・中国 2 名・ミャンマー 2 名の外国人介護技能実習生の
受け入れを目指し準備しております。
今回、受け入れを始めるまでの苑全体としての動きや課題と対応、受け入れ後の展望についてまとめましたの
でご報告させて頂きます。
 
＜流れ＞
①技能実習生とは？（情報収集）
②職員への周知（勉強会実施）
③問題点の洗い出し・対応
④受け入れ後に向けて
＜考察＞
①情報共有・担当者割り振りの必要性
②現職員の不安。メディアによる先入観
③カリキュラム作成に向けての課題
 
＜まとめ＞
外国人介護技能実習生を受け入れるにあたり、まず苑で始めたのが技能実習生とは何か？どのような準備が必
要かを知る事（情報集）でした。
最初に担当者を選出し研修や説明会に参加し情報を集め各部署・職員へ周知する形とし、
職員へ降ろす方法としては苑で実施している毎日勉強会を活用し学ぶ事としましたが、職員間ではメディアで
取り上げられる様々な問題点に目が行き「こんな人が来るの？」「居なくなるのでは？」等の会話や、言語が
違うことによるコミュニケーションの困難さを心配する声が聞こえていました。
毎日勉強会で繰り返し勉強を行うと共に来苑後に使用する教材やカリキュラムを説明し、実際に現地やテレビ
電話で実習生と話した内容や実習生の思いを伝え、受け入れる施設として何が大切かを学んでもらいました。
そして国籍ではなく来苑される、実習生一人ひとりと向き合い、違う国の文化や価値観・考え方を尊重し多様
性を取り入れご利用者へのケアの向上へと繋げて行けたらと考えています。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-6-4　業務改善⑤
介護老人福祉施設における医療ニーズのある方の受け入れについて 
―当施設の実態を分析した結果―

社会福祉法人　和生福会　介護老人福祉施設　緑風苑　

うえばやし なおき

○上林 直樹（介護支援専門員），前北 泰宏，藤田 かおる，川井 麻衣，榊原 聖司

【背景】
当施設は和歌山県北西部に位置する人口約 6 万人の海南市にある入所定員１００名の介護老人福祉施設であ
る。ある研修に参加し、当施設が、他の施設に比べ、医療ニーズの高い方の受け入れを行う事ができていると
分かった。
地域包括ケアシステムにおいては、介護保険施設が担う役割を明確にし、施設が存在する地域においてどのよ
うな機能を担っていけるのかを明確にする事が求められている。そこで、まずは当施設の特徴は何かを明らか
にしてみたいと思った。

【目的】
なぜ、他の施設と比べて当施設が医療ニーズの高い方の受け入れが可能なのかを分析する為に今年度の実績を
集計し、当施設の傾向や入所時のアプローチの方法を振り返り、当施設の特徴を明確にする。

【対象】
２０１８年４月～２０１９年１月までの当施設へ入所となる方々

【方法】
２０１８年４月～２０１９年１月までの当施設への入所者の医療ニーズを PEG・吸引・カテーテル管理・導尿・
褥瘡処置・インスリン注射・血糖測定・酸素療法・人工透析・ストーマ造設・輸液管理の有無を項目で分類し、
面談場所や看護師の同行の有無の実績を整理し、一事例毎に検証した。
次に上手くいった事例と上手くいかなかった事例を詳しく分析し、振り返りを行った。

【結果】
社会保障審議会介護保険給付費分科会の資料にあるものと比較して、各医療処置の実施は、当施設の方が全て
において平均を上回って受け入れしていた。
その中に当施設の看護師との調整が難航し、スムーズな受け入れができない事例もあった。

【考察・結論】
医療ニーズの高い入所者には、24 時間のケアが求められる。当施設では、介護職の特定行為研修修了者は、
2019 年１月現在３１％であり、毎日夜勤として配置している。また、看護職員については、毎日夜勤勤務を行っ
ている。加えて、ケアマネジャーが入所前にアセスメントを行い、受け入れ判断を行っている等が功を奏して
いるのではないかと思われた。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-6-5　業務改善⑤
介護支援専門員の後見人等との連携に対する意識調査

介護老人福祉施設ヴィラ播磨　居宅介護支援

とくが しげお

○德賀 茂雄（介護支援専門員）

［目的］ 介護支援専門員として働く中で、今日まで成年後見制度との関わりが乏しかったが、内閣府データ で
は制度の利用者数は年々増加し、この制度への理解を深める必要があった。そこで、他の介護 支援専門員の
制度への理解度や後見人との連携状況、またそれは経験年数や主任介護支援専 門員資格の有無によって変わっ
てくるのかを調査した。

［対象］ 当事業所近隣の居宅介護支援事業所 103 ヵ所に勤務する介護支援専門員
［方法］ 介護支援専門員自身やアセスメント内容等からなるアンケート調査を実施
［結果］ 51 事業所 135 人の介護支援専門員より回答を得た。 制度利用中の 39 件では、後見人と ｢意思疎通が
図れているか｣ の設問で ｢図れている｣ ｢まあまあ 図れている｣  ( 以下、A 群 ) の回答が 74.3%。 介護支援専門
員自身では、A 群は意思疎通が ｢あまり図れていない｣「全く図れていない」 ( 以下、B 群 ) と比べ、平均経験
年数は A 群 9.1 年に対し B 群 6.1 年、主任介護支援専門員割合は A 群 63% に対 し B 群 33.3% だった。 前述
以外の違いは、アセスメント内容で経済状況確認が A 群 77.7% に対し B 群 66.6%、後見人の確認 が A 群
85.2% に対し B 群 22.2% だった。

［考察・結論］ 後見人との連携が図れているかは経験年数や主任介護支援専門資格の有無で差はあった。その 
違いは経済状況やそれに携る後見人を意識した関わりが、支援の初期段階であるアセスメントで行 い、後見
人を意識し関われているかどうかが重要である可能性が高い。 しかしながら、これらの情報は深くプライバ
シー領域に踏み込む内容である。介護支援専門員は、 これらの情報収集はケアマネジメントにとって必要なこ
とと認識し、そして、より専門性の高いケアマ ネジメントの為に実施すると共に、その行為が利用者の QOL
向上の為に必要であることを伝え理解 を得ることも重要であることが示唆された。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-7-1　業務改善⑥
申送り時間の短縮に向けた業務改善への取り組み 
～アンケートと病棟会議を行なって～

江藤病院

なかはら こうじ

○中原 康詞（准看護師），古本 久美子，山下 知子，大和 孝子，由宇 教浩，武久 洋三

【はじめに】
　当院は平成 22 年の機能評価受審でカーデックスに転記して申し送りをしていることを指摘され、翌年 2 月
カーデックスを廃止した。平成 24 年 10 月電子カルテ導入により申し送りは全面廃止した。しかし、平成 29
年 11 月に新病院移転に伴い複雑化した業務のなかで情報収集に時間を要した申し送りが復活していた。そこ
で、問題解決のために職員の意識調査を実施し業務改善にむけて再検討したので報告する。

【方法】
　研究機関：平成 30 年 10 月 20 日～ 12 月 30 日
　対象者 ：一般病棟職員 23 名（看護師 17 名・介護職員 4 名・医療クラーク 2 名）
　調査方法：①検討前・後の意識調査②病棟会議

【結果】
　検討前の意識調査では、35% が申し送りの形態をしらなかった。また、52% が就業前に情報収集をしてい
たが、約半数の職員が情報収集せず業務についていた。検討後は 95% の職員が申し送りの形態を周知しており、
新規入院患者情報も病棟独自のＡＤＬ表を作成したことで全員が把握していた。また、85% が申し送りの印刷
物をみていた。意識調査のなかでは、95% の職員が病棟全体の管理者による情報伝達時間が必要と回答した。
自由記載では効率的に患者情報を共有できる方法が必要とのことでピクトグラムを作成し患者ごとに掲示し
た。

【考察】
　看護職には責任を持ったケアが求められている。その為に申し送りの時間を短縮し、ケア提供時間を獲得す
るために電子カルテ導入をして業務を見直した。しかし、職員の不安から個別の申し送りが復活したことは、
改善した内容の指導が徹底されていなかったことが原因の一つと考える。今回、その原因を詳細に調査して、
計画・実施しさらに確認・改善を行うというＰＤＣＡサイクルを繰り返し業務改善に取り組んだ。その結果、
長時間の申し送りを廃止し、多職種で情報共有するための手段を考えることができた。今後も問題点を的確に
捉え提供するケアの質を高めたい。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-7-2　業務改善⑥
申し送りの短縮を目指した取り組み

医療法人天真会　南高井病院　看護部

おがわ ゆうや

○小川 裕也（介護福祉士）

〈はじめに〉
朝の申し送りの時間が長時間になることにより、業務を始めることが遅くなり、結果的に業務の圧迫や業務が
時間内に終わらないなどのデメリットが発生している。そこで、今年度の目標を『申し送り時間の短縮を目指
す』と掲げ年間の活動を行ったことを報告する。
 

〈方法〉
期間：平成 30 年 4 月 1 日～ 1 月 30 日
対象：28 床、看護師 6 名、介護士 7 名
申し送りの時間の測定（4 月、8 月）
申し送りについてのアンケートの実施（4 月、8 月、10 月）
有効な申し送り内容の抽出
 

〈結果〉
4 月に申し送りの時間を測定した際は申し送りに 25 分以上かかることもあったが、今までの申し送りに対す
る問題点についてチーム全体で話し合う事で、申し送りの内容を統一し、申し送りの時間を平均 15 分間短縮
できスタッフ全員が申し送りの時間が短くなったと思うことが出来るようになった。
今までは出勤時に電子カルテを見ることができていないスタッフがいたが、5 月からはスタッフ一人一人が申
し送り一覧や経過記録等を十分活用するようになり、スタッフが使いやすく、見やすいカルテを心掛け、積極
的に情報収集を行うようになった。
 

〈考察〉
申し送りの時間を短縮することで、ミニカンファレンスなど、情報共有の場となる時間を多くとる事が出来る
ようになったことや、業務に早く取りかかれるようになり、時間に余裕が出来た。また介護士からも積極的な
情報発信を行う事で、申し送りの際に看護と介護の連携がより密になることが出来た。申し送らないと不安で
あると考える事があったが、言葉だけでの申し送りでは結局途切れたり内容が変化していく事があったが、電
子カルテを十分活用することで正確に情報共有を行う事が出来た。
今後も現在の申し送りを継続していき、更に申し送り方法の改善に努め、有意義で建設的な申し送りの場を共
有すること出来るようにしていきたい。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-7-3　業務改善⑥
ユニット型特養における情報共有方法の見直しによる運営効果 
～みんなの部屋とホワイトボードの活用～

特別養護老人ホームくやはら　生活相談部

よこさか きぬよ

○横坂 絹代（社会福祉士）

【目的】
当施設は、認知症を専門とする内田病院のグループ施設であるため、入居者に占める重度認知症の割合は高い。
これらの利用者への対応に際し、従来は当事者間での情報共有を主としていたために、迅速かつ適切な対応と
いう点で必ずしも効率的ではない部分があった。そこで、情報共有方法の見直しを行った。

【方法】
9 つあるユニットの利用者情報を一元的に共有できるよう、全利用者の情報が一目で分かるホワイトボードを
作成した。また、それまで別々の部屋にいた看護師、生活相談員、ケアマネを同室とした「みんなの部屋」を
設置した。ホワイトボードには、ユニットごとに入居者に関する情報を掲載し、色マグネット、マーカー、付
箋等で視覚的にも見やすいよう工夫した。掲載する情報は職員同士で検討して決定した。ホワイトボードは、
日中はみんなの部屋に設置し、夜間は夜勤者が確認できるよう職員通路に移動させた。

【結果】
ホワイトボードの活用により、全ユニットの状況がリアルタイムで把握できるようになり、重症者の集中など、
特定のユニットに過度な負担がかからないよう調整できるようになった。また、新規利用者の居室選定がより
スムーズに行えるようになった。
みんなの部屋については、ユニットで落ち着かない利用者がこの部屋に来て作業をしたり、気分転換に訪れた
りして、ユニットでの負担軽減につながった。また、スタッフの報告や相談の場にもなり、利用者、スタッフ
のそれぞれに対し多職種の連携強化などの多様な価値を生み出している。
特養自体、利用者の入れ替わりが多い訳ではないので、見直し前後の比較において、利用者数や利用率に関す
る実績に大きな変化はないものの、転倒による骨折件数は 0 件で推移しており、好ましい効果が見受けられて
いる。

【結語】
情報の共有は単に業務の効率化だけでなく、職員間のつながりの強化にもなり、施設運営上の効果をもたらす
ものと考えられる。
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5-7-4　業務改善⑥
ホワイトボードを用いた業務改善　 ～ 情報の共有化を目指して ～

新所沢清和病院　看護部

なかむら ゆうこ

○中村 祐子（看護師），冨田 光代，石山 香織

目的
以前は申し送りノートのみで患者の情報の共有を図っていたが、一人一人の対応を充分に把握しきれず、ケア
が統一されていなかった。
そこで、ホワイトボードを用いることで、病棟の職員だけでなく、その患者に関わる他部署職員にも情報の共
有化、ケアの統一化が出来るのではないかと考え、本研究に取り込むこととした。
 
内容
期   間： H30,8~ 継続中
対 象 者： ２A 病棟スタッフ全員
研究方法： 患者様一人ずつ全員にホワイトボードを設置し、必要な情報を記入。
11 月にスタッフ全員にアンケートを実施、ホワイトボードの記入方法、問題点、改善点についてカンファレ
ンスを行った。
結果
スタッフが患者様一人一人の情報を共有する事ができるようになり、より良い看護、介護を行えるようになっ
た。
また、他部署からも、その場で患者様の情報を把握することができると高評価を得た。
 
考察
ホワイトボードの設置は、日々変わっていく患者の情報を、いち早く共有して行く上でも有用であると考える。
誰がいつ関わっても同じケアが提供できるようになったことは、業務改善に大きく繋がったのではないかと考
える。しかし、ホワイドボードの記入内容や書き方統一されておらず、見づらいなどの意見も聞かれた。そこ
で、書き方を工夫したことにより情報を統一できたと考える。さらに個別的なケアにも繋げていけるのではな
いかと考えている。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-7-5　業務改善⑥
24H シートを導入したことによる職員の意識変化  
～個別ケア、根拠をもった支援方法を目指し～

社会福祉法人平成福祉会　介護老人福祉施設ヴィラ四日市　特養　

ふくい ひでひろ

○福井 英広（介護福祉士），陰地 未来，小田 拡，堀口 美佳，春川 望，別所 拓真，前田 奈津帆，柴田 留衣，
寺村 真梨子，井川 誠一郎

【はじめに】
従来我々は「食事」「排泄」「入浴」などの支援方法を分割したものを情報共有ツールとして使用していたが、個々
の入居者にとっての状態観察・共有というより、職員側の都合としてのチェック表の意味合いが強かった。そ
のため、我々が実践する生活支援そのものに根拠が乏しく、職員個々によって感覚的にとられていた。そこで、

「情報の個別性」を重視した統合的なシートとして「24H 統合シート」を導入し平成 29 年度から運用を始めた。
今回、その効果について検証したので報告する

【方法】
本シートの特徴は「食事・水分」「排泄」「入浴」「体調管理」「服薬情報」などを一括に統合したという点であ
る。合わせて、24H を 30 分刻みとし、入居者個別とした。週間単位でバイタルや食事・水分摂取等の平均値
を出すことができるようにし。効果判定のための本シート使用開始後 12 ヶ月目に介護職員にアンケート調査
を行った。さらにインシデント数の推移を前年度と比較した

【結果】
個々の排泄パターンを把握しやすくなり、トイレ、オムツ交換のタイミングをとりやすくなった。水分摂取の
状況を常に意識するようになり、水分摂取タイミングが取りやすくなった。他職種の連絡や共有が取りやすく
などの意見が示された。また、転倒・転落、剥離・裂傷・内出血のインシデントの件数が減少した

【考察】
情報シートを個別統合し、24H を細かくしたことにより、日常生活支援に携わる職員の多くが無意識に入居者
の様子・変化を細かく見られるようになった。そのため、カンファレンスでの発言や提案も細かく具体的かつ
根拠を持ったものとなった。そういった、職員の意識や取り組み、向き合い方に本シートは変化をもたらした
ものと考える。
今後は、より精度の高い根拠をもった支援の取り組みや、データーが増えてきた時の管理方法、週間平均値の
タイムリーな情報共有など課題として取り組んでいく必要があると考えている
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5-8-1　口腔ケア①
口腔内の問題点を義歯を用いた治療で早期解決できる院内歯科の重要性

堺平成病院　歯科

しまたに ひろゆき

○島谷 浩幸（歯科医師）

【背景】堺平成病院は今年 4 月、堺温心会病院と浜寺中央病院の統合により誕生した全 296 床の新しい病院で
ある。歯科外来は堺温心会病院で 2005 年に開設され、今年 4 月に堺平成病院へと受け継がれる形で現在に至る。
堺平成病院では歯科医師 1 名、歯科衛生士 5 名、歯科助手 1 名の体制で歯科外来に加え、病棟での口腔ケアや
治療も行っている。当院では患者の年齢層が外来・入院とも高齢者中心であり、義歯の所有率も高い。当歯科
は病棟患者のＮＳＴの一員として栄養摂取の改善にも関与し、虫歯治療や抜歯、その後の義歯作製 ( 補綴 ) に
至るまで食べることだけでなく、退院後も快適な生活を維持 ( ＱＯＬの向上 ) できるように努めている。【目的】
院内歯科の速やかな対応で義歯を使用した治療を行うことが、口腔内の様々なトラブルを解決に導く効果的な
手段であることを示すのを目的とする。【対象】当院に入院中の高齢者で、緊急抜歯による歯の喪失、義歯の
破損による使用不能、残存歯が歯肉を傷付ける咬傷があるなど、口腔内に問題点を有する 6 症例を対象とした。

【方法】口腔内の状況に応じて、義歯を調整、修理、新製あるいは使用中止といった 4 種類の異なる治療を実
施した。【結果】義歯を用いた適切なアプローチにより、口腔内のトラブルは速やかに改善した。【結論】現在、
入院中の患者には義歯を持っているけれども使用していない、いわゆる「放置義歯」が多く存在するが、義歯
を有効活用することが摂食機能の向上や顔貌の回復、生き甲斐の獲得、咬み合わせの安定からリハビリテーショ
ンの効果促進、誤嚥性肺炎や認知症の予防・進行抑制などに有益である可能性が示唆された。週 1 回しか往診
しない訪問歯科と違い、院内歯科はタイムリーに入院患者の義歯トラブルに対処することが可能であり、その
存在意義は大きい。今後も義歯の装着率を向上させ、義歯を有効活用して入院患者の快適な入れ歯ライフをサ
ポートして行きたい。
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5-8-2　口腔ケア①
歯科衛生士の介入により口腔状態が改善した神経難病患者の 1 例 
～循環型口腔ケアの充実を目指して～

1 公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　看護部，2 公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　脳神経内科

まるやま まゆみ

○丸山 真弓（歯科衛生士）1，鈴木 三和 1，三ツ倉 裕子 1，髙橋 陽子 1，美原 盤 2

[ はじめに ]口腔状態の悪化は患者の在宅療養継続に大きな障害となるが、在宅療養中には口腔内の問題が気
づかれず放置されることは少なくない。当院では平成 29 年より歯科衛生士を配置し、患者、家族に在宅で行
える口腔ケアの指導を開始した。今回、在宅療養を継続している神経難病患者のケアに対し歯科衛生士が介入
し、口腔状態が改善した 1 例を経験したので報告する。
[ 症例 ] 多系統萎縮症の 68 歳男性。平成 30 年 10 月レスパイトケア目的で入院した。入院時、運動失調が著明
なため移動は車椅子、経口摂取は可能であった。Oral Health Assessment Tool(OHAT) では、歯肉全体に出
血があり ｢歯肉・粘膜｣ 2 点 ( 病的 ) と、歯間部と歯頚部にプラークの付着があり ｢口腔内清掃｣ 1 点 ( やや不良 )
であった。自宅でのケアは、2 週間に 1 回本人が歯磨きを行っていた。口臭や出血、痛みなどを自覚していたが、
妻の介護負担を考えできる限り自分ですると話していた。妻は、自分で磨いているので問題はないと考えてい
た。
[ 介入の実際 ]入院時、上肢の巧緻動作が困難だったため音波ブラシと洗口液を使用し自分でできる歯磨きを
提案、歯科往診を依頼し齲歯になっていた智歯を抜歯した。音波ブラシによる歯磨き動作が確立、口臭や痛み
は軽減し、妻には口腔内の状態と介助の必要性を説明して退院した。12 月の入院では ADL は低下し呼吸は口
呼吸となっていた。口腔内を妻と共に観察、口呼吸によるプラーク付着の多い箇所を説明、ブラッシング方法
を指導した。その後の入院時にも妻と共に患者の口腔内状態の確認とケア方法の見直しをおこなった。現在、
患者の ADL はさらに低下しているが、｢歯肉・粘膜｣ は出血がなくなり 1 点を維持している。
[ まとめ ] 歯科衛生士が介護者に対し口腔ケアの指導を行ったことにより、在宅期間においても適切な口腔ケ
アがなされ口腔状態の悪化を防止できた。
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5-8-3　口腔ケア①
口腔内環境改善への取り組み 
～個々のケースに合わせた口腔ケアを目指して～

水城病院　看護部

まるやま ゆりあ

○丸山 優里愛（准看護師），大久保 江利子

当院は医療病棟 112 床と昨年 11 月に介護療養型病床より転換した 224 床の介護医療院で稼働している。
人生の「終の住処」の役割を担った施設として、入所された方々に対し出来る限りの楽しみと残存機能の維持、
そして苦痛の無い状況を提供すべきと考え日々のケアを提供している。しかし、療養者の殆どは急性期からの
入所時より肺炎を繰り返し、状態が安定せず苦痛を伴っている。その要因として、歯垢と便は、同等の密度の
菌数が存在するといわれており、加えて加齢による唾液の減少によって自浄作用がなくなり、さらに汚染は増
悪していく。これらは誤嚥性肺炎との因果関係が強く、また経管栄養によりチューブを介しての唾液による誤
嚥の可能性も高い。
しかしながら、誤嚥した内容物がきれいで雑菌を含んでいなければ起炎作用が減少し肺炎に至る可能性は低い
のではないか。
そこで、私達は日々淡々と口腔ケアに携わっていたが、もっとこの現状を真摯に受け止め口腔ケアを徹底する
ことで肺炎を予防することができるのではないかと考えた。全身状態からみる個々の口腔内の問題を検討し、
又認知症により開口困難で、十分なケアが行えないなどの問題点を明らかにして、それぞれに必要な個別ケア
に取り組んだ。
その結果、スタッフの意識が向上し、個別ケアの対応により口腔内環境の改善・療養者が苦痛にならないケア
法を確立できた。さらには、因果関係としては明らかではないが、院内感染に発展しうる耐性菌数減少にまで
至ったため、その事例をここに発表する
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5-8-4　口腔ケア①
業務改善による効果的な口腔ケアの確立 
～いつでもどこでも口腔ケア～

医療法人　聖仁会　西部総合病院　看護部

しおかわ さいか

○塩川 菜佳（看護師），藤田 京子，澤田 光子，長谷川 啓子

        【はじめに】
    日々多忙な看護業務の中で、入院患者の口腔ケアは全身管理が優先されるため、十分な時間をかけること
ができない現状である。今回、手技を見直し口腔ケアの意識改革ができないかを考え簡易的・確実な方法に変
更したので報告する。    
   【目 的】
   口腔ケアの方法を変えることで時間短縮と口腔内の清潔に保つことができるか検証する。  
   【対象と方法】
   1、 研究期間：2018 年 8/1 ～ 10/20 まで
   2、 研究対象：非経口摂取者、自力で口腔ケアを行えない患者 8 名
   3、 研究方法：研究の前後で口腔内の汚れの評価、看護師全員の意識調査を行う    
   【結 果】
  これまではフリー看護師が 1 時間 30 分の時間をかけて 1 日 1 回口腔ケアを行ってきた。今研究ではラウン
ドのたびに持参した洗口液を含ませたガーゼで口腔清拭をすることで回数を増やした。結果、完全に汚れや匂
いが消失することはなかったが、全体的に改善傾向にあると評価できた。
   最終の意識調査の結果、スタッフの負担は軽減できたことがわかったがケアの質に関しては個人差があった。    
   【考 察】
   患者の口腔内の清浄を保ち口腔ケアにかかる時間の削減が実現出来た。口腔ケアの目的は多義にわたり誤嚥
性肺炎の予防、整容、患者の爽快感、口腔アセスメントなど看護上重要である。「いつでもどこでも口腔ケア」
を行なうことは患者とスタッフがストレスなくケアできることが実証できた。アンケートや患者の口腔内の状
況からケアの質に個人差があることが明らかになった。今後は継続的な口腔ケアの定着へ向け手技の統一や意
識の向上に取り組みたい。    
   【結 語】
   必要物品を減らしケアの方法を簡易化することでスタッフの負担が減り、簡易的な方法でも複数回行うこと
で、口腔内の清浄が保てることがわかった。今回の方法を継続するとともに口腔ケアの重要性の認識と質をあ
げていきたい。
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5-8-5　口腔ケア①
口腔ケア技術向上への取り組み～歯科医師、歯科衛生士の介入を通じて～

医療法人千徳会桜ヶ丘病院

かしわだ あゆみ

○柏田 あゆみ（看護師），濵 真理子，成川 暢彦

【はじめに】
当病院は、医療療養病床と特殊疾患病床を有する慢性期病院であり医療療養病床入院患者の平均年齢は 82 歳
と高齢である。また、その約半数は、肺炎によって入院となっている。
肺炎の罹患は、口腔内の清潔を保つことによって、かなりの確率で防ぐことができる。当病院でもその点を考
慮し、口腔ケアを看護師により 1 日 3 回行い、さらに医師、言語聴覚士も関わり評価を行っている。しかし、
肺炎再発率が約１割にみられる。そこで、少しでも減少することができないかと歯科医師及び歯科衛生士に介
入してもらい、個別性のある効果的な口腔ケアを行う事に取り組んだ。

【目的】歯科医師、歯科衛生士の介入による個別性のある効果的な口腔ケア技術の習得
【方法】歯科医師・歯科衛生士による研修会を行い、歯科衛生士による口腔ケアの実施や
DVD による勉強会、ピックアップ表の活用、OHAT をもちいた口腔機能評価を行った。

【結果、考察】当病院は、1 日 3 回の口腔ケアを行っているが、研究開始時に行った OHAT 評価の平均点は 6.6
点と、良い結果ではなかった。主に歯科衛生士に２週間に１回定期的に入ってもらう事で、3 か月後には
OHTA は 2.4 点に改善された。
 研修会を行う事だけでは技術の習得は難しいが、定期的に患者を観てもらう事、同時にスタッフへの技術指
導をしてもらえることは、口腔ケアの技術向上に繋がったと考える。また、成果がはっきり表れていくことに
より、スタッフの口腔ケアに対する姿勢にも変化が見られ、積極的に取り組むようになった。スタッフ間での
情報交換もカンファレンスで行われるようになり、それが患者個々への対応へと繋がり、より成果が表れたと
考える。また、歯科衛生士の新たな視点による口腔ケアの違いを理解することができた事も結果に繋がったと
思われる。今後も多職種との連携を行うことで、患者にとってよりよいケアに繋げていきたいと考える。
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5-8-6　口腔ケア①
口腔ケアの充実とスキルアップを目指して

原土井病院

くぼた あいみ

○久保田 愛海（介護福祉士），藤井 貴子，山崎 浩美，世利 真琴

【はじめに】
地域包括ケア病棟では、急性期の治療が一段落した後に入院の継続が必要な患者が自宅や施設等への在宅復帰
を目的とし、多様なＡＤＬの患者へ援助を行っている。日々口腔ケアを行う中で口腔内トラブルや介入困難な
患者のケアを充実させたいという意見が聞かれた。そこで患者一人一人に応じた個別的な口腔ケアの充実を目
指し、正しい知識、技術の習得を行うことで口腔ケアの不安や疑問などの解消に努め、患者の口腔衛生保持を
目標に取り組んだ。

【目標】
口腔ケアの充実とスタッフのスキルアップを行い、患者の口腔内の衛生保持ができる。

【対象】
病棟スタッフ 40 名

【期間】
平成 30 年 6 月から現在

【活動内容】
①口腔ケアに関する資料収集と作成
②口腔ケアの意識向上の為、朝終礼での唱和と声かけ、ポスター掲示
③歯科衛生士からの実技講習・受講スタッフによる病棟内実技講習

【結果】
日々、口腔ケアを行う中で、患者個々に様々な口腔内トラブルを抱えており、それに対してスタッフ各々が我
流の口腔ケア提供になっていた。今回、歯科衛生士による具体的な口腔内トラブルやケア困難症例の学習会、
実技講習を開催し、それをスタッフが病棟内で繰り返し実施する事で、スタッフ個々の不安や疑問、苦手と感
じていたケア方法について学ぶことができた。根拠や留意点をあわせての実施方法を学ぶことで、患者へ自信
を持って個別的口腔ケアを提供する事ができるようになった。

【まとめ・考察】
口腔ケアについて話す場が増えスタッフ間の情報交換も活発となった。より充実したケア提供により患者の口
腔内衛生保持ができるようになったと実感できた。今後も定期的な学習会の実施、指導を継続していきたい。
スタッフが更なるケアへの上達をはかり、熟練したケアを継続し患者の口腔衛生保持に努めていきたい。
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5-9-1　口腔ケア②
口腔乾燥と口臭改善への取り組み 
～唾液腺への刺激と球状ブラシ使用を試みて～

柴田病院

うおずみ えりな

○魚住 絵里奈（准看護師），山崎 倫道

【はじめに】
当院は 190 床を有する介護療養型医療施設である。A 病棟には口腔ケアに全介助を要す患者が 47 名中 23 名い
る。口腔内乾燥や舌の汚れ等改善が見られず従来の口腔ケアでは口腔内の清潔保持が不十分だと感じ、唾液腺
への刺激と球状ブラシを取り入れ、口腔内環境の改善に取り組んだ。
 

【研究方法】
期間：H30 年 8 月 13 日～ 11 月 19 日
職員アンケート：対象患者の選定、問題点の抽出
実施方法： １. 唾液腺刺激：平均４回 / 日
                  ２. 球状ブラシ使用
                  ３. 口腔内評価と写真撮影（実施前・後）
評価指標：ＯＨＡＴ使用
 

【倫理的配慮】
患者・家族へ研究目的を説明し、得られた結果は研究発表以外で公表しない事を伝えている。
 

【結果・考察】
実施前・後評価では、Ａ氏：①口唇 ( やや不良 ) ②舌③歯肉・粘膜④唾液 ( やや不良→健全 ) ⑤残存歯⑥義歯 ( 健
全 ) ⑦口腔清掃 ( 病的→やや不良 ) ⑧歯痛 ( やや不良→健全 ) へと変化がみられた。
Ｂ氏：①口唇 ( やや不良 ) ②舌③歯肉・粘膜④唾液 ( やや不良→健全 ) ⑤残存歯 ( 病的 ) ⑥義歯 ( 健全 ) ⑦口腔清
掃 ( 病的→やや不良 ) ⑧歯痛 ( 健全 ) へと変化がみられた。
2 名とも、唾液腺刺激を平均４回 / 日実施したことで口腔内が潤い、口腔内乾燥と口臭に有効であった。球状
ブラシを使う事で舌苔の軽減にも繋がったと考える。
また OHAT を用いたことで、容易に口腔内アセスメントができ、視覚化・数値化でのアセスメントツールに
よりスタッフ間のバラつきも無く、統一したケアと口腔内の変化にいち早く気付けるようになった。
 

【まとめ】
口腔状態は個々の患者によって変わる為、その患者に合わせたケアを行うことは大切である。今回、唾液腺刺
激と球状ブラシをケアに取り入れ視覚的に評価を行った。多職種で必要なケアの確認ができ口腔内環境の改善
に効果があった。
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5-9-2　口腔ケア②
口腔ケア時のインプラント用歯ブラシの応用～ブラッシングの痛みの緩和を図る～

ケアホーム足立　リハビリ課

いそがい あすみ

○礒貝 明澄（歯科衛生士）

当施設では、歯周病による歯肉の自発痛を訴える利用者がおり、不穏状態や食事困難につながるケースも認め
られる。歯周病は現在の歯科医療では根治させることが不可能であるため、毎日のブラ ッシング（歯面を歯
ブラシで擦過すること）で歯周病菌が含まれる歯垢を除去し、事前に急性化を防ぐ ことが重要である。感染
経路は歯周ポケットであり、歯周ポケット周囲の歯垢を除去する必要があるが 、ブラッシングの際のハブラ
シの機械的刺激に対して痛みを訴える者も少なくない。本研究の目的はハブラシの機械的刺激を緩和し十分な
ブラッシングをすることで歯周病の急性化を予防することである。本研究は一般的な歯ブラシによるブラッシ
ング時に、痛みを訴える利用者 15 名を対象とした 。対象者 15 名に対して柔軟性に優れたインプラント用歯
ブラシを使用してブラッシングを行った。「痛くないですか」という問いかけに対する返答を評価材料とした。
その結果、10 名は「痛くないですか」という問いかけに対して、「大丈夫」という発言や頷 きがあった。一方
で、5 名は「痛くないですか」という問いかけをする前に自ら「痛い」と発言があった。 10 名においては柔
軟性に優れた歯ブラシを使用したことで、歯ブラシの機械的刺激が緩和したと考えられる。痛みを訴えた 5 名
の歯肉を診査すると、痛みは緩和できている可能性もあるが、共通して重度認知症であり意思疎通が困難だっ
た。口腔内に歯ブラシを入れられる恐怖心や不快感から「痛い」と発言していた可能性があり、歯ブラシの機
械的刺激に対し痛みを感じていたかどうかは判断できなかった。
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5-9-3　口腔ケア②
口腔内乾燥のある患者へ重曹水を用いた口腔ケアの効果

緑水会病院

なつみ ちえ

○夏見 智恵（介護職），橋本 美也子，柏原 和恵，鋤納 弘美

【はじめに】
 当院の患者の大部分は高齢で経管栄養を実施している。加えて意識障害があり発語がなく、唾液腺への刺激
が低下し口腔内は乾燥している。また唾液が分泌されても口呼吸や開口状態が続くため口腔内の乾燥が改善さ
れない。そこで、アルカリ性物質で唾液の役割を持つ重曹水を用いた口腔ケアが、口腔内の乾燥を改善できる
のかを検証したので報告する。

【研究方法】
 口腔内の乾燥がある患者５名に、１日３回（６時・13 時・20 時）重曹水で口腔ケアを行い、口腔ケア前後（２
時間・4 時間）の口腔内の状態を観察し、チェック表に記入する

【結果及び考察】
 研究開始直後は、評価３（過剰な乾燥がみられる）・評価２（唾液の分泌がほとんどなく口腔内が乾燥している）
の患者でも、口腔ケア後２時間は乾燥が軽減でき湿潤を保っていた。ただし２時間以降は元の乾燥状態に戻っ
た。しかし開始時に、評価３に該当する患者は２８％いたが、15 日後には０％となり、評価２に該当する患
者は開始時に５３％いたが、30 日後には２１％となり、60 日後には９％となった。反対に評価０（口腔内が
適度に湿潤している）に該当する患者は開始時には０％だったが、１５日後には１３％となった。回数を重ね
る毎に湿潤環境を維持できる時間は長くなった。また、研究中は口腔ケアの間隔を一定する為に毎日同じ時間
に継続して実施した事が湿潤環境を維持し乾燥状態になる事を防いだ。

【まとめ】
 重曹水を用いた口腔ケアは実施時間を一定の間隔とし、継続する事で口腔内の乾燥が強い患者であっても湿
潤環境を維持出来る事が分かった。今まで介護士は、口腔ケアの必要性を充分理解しないまま実施していたが、
今回の研究でチェック表を用いることにより患者の口腔内を観察する意識付けが出来た。加えて、それを評価
し、適切な物品の選択や実施時間に反映させる事が効果的なケアに繋がると理解出来た。
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5-9-4　口腔ケア②
療養型病院における口腔ケアの取り組み 
～はちみつを使用して～

療養型病院　看護部

いいづか まさひで

○飯塚 正秀（看護師）

　当院は、療養型病院であり、高齢者や経口摂取が出来ない患者が多い。患者の多くが口腔内の乾燥・汚染が
強いことから唾液の分泌量の低下・誤嚥性肺炎など様々なリスク状態にある。前回は、ノンアルコールの洗口
液を使用した口腔ケアに取り組んだが、口腔内の乾燥や汚染の改善など思うような結果が得られなかった。し
かし、患者がより快適な療養生活が送れるようにまた口腔ケアに対するスタッフの意識の向上や質の向上を目
指す必要があると考え同様のテーマに取り組んだ。
　今回、はちみつを選択することになった経緯は、はちみつはもともと食べる事の出来るもので害がないこと、
口腔ケアに用いると期待できる効果があるとの情報、創部の処置に使用している病院があることなどを知り、
はちみつの殺菌力の高さ万能性に関心を持ちはちみつを用いた研究に取り組んだ。
　対象患者は、経口摂取が困難な経鼻栄養や胃瘻栄養、ＴＰＮを施行している口腔内の乾燥・汚染度が高い患
者とした。1 日 1 回の塗布で口臭が軽減され若干ではあるが乾燥が改善され、1 日 2 回の塗布に変更することで、
以前に比べ患者の開口状態も良くなり、口腔内の出血が目立っていた患者も出血がみられなくなり、肥厚した
舌苔にも改善が見られた。乾燥・汚染に対して効果があり、口腔内の環境の改善につながったのでここに報告
する。
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5-9-5　口腔ケア②
効果的な口腔ケアを行う為の一考察

江藤病院

まるなか みか

○丸中 美佳（看護師），松本 要子，笹川 宏実，山下 知子，由宇 教浩，武久 洋三

【背景】
　当病院では長期臥床で経口摂取が不可能な患者が多く、唾液分泌が低下し口腔内乾燥や舌苔、口臭等の改善
の必要性を感じた。

【目的】
　今回病棟勤務者にアンケートを実施し、その結果から、より効果的な口腔ケアを目指し含嗽水の作成を試み
たのでここに報告する。

【対象】
　(1)  当病棟に勤務する職員 20 人
　(2)  経口摂取できない入院患者 12 人

【方法】
　(1)  2018 年 11 月 1 日～ 11 月 7 日　　　
　　　口腔ケアに関するアンケートの実施
　(2)  2018 年 11 月 8 日～ 12 月 31 日　　
　　　プロペト・含嗽水を使用して口腔ケアを行い、実施前後の口腔内の状態、唾液湿潤度を
　　　比較検討

【結果】
　現在の口腔ケアが十分でないと感じている人 74.0％。困っている事として①舌苔が多い②口臭が強い③汚れ
が落ちにくいなどの意見が多かった。この結果を参考に重層水に着目し、ハッカ油・オリーブ油を組み合わせ
含嗽水を作成して、現在使用しているプロペト（保湿剤）と舌苔、口臭、口腔内の乾燥について比較した。乾
燥については口腔内水分計を用いた。含嗽水使用は口臭、舌苔共に改善した人が多かった。また乾燥について
は、プロペト使用が多かった。しかし、湿潤度の数値は含嗽水使用が境界域の 27.0 以上の人が多かった。

【考察・結果】
　アンケートを実施した結果、職員の意識が向上し、口腔ケアの重要性について再認識できた。また、重層水・
ハッカ油を使用することにより口腔内の湿潤度が増し、口臭・舌苔が軽減することがわかった。しかし、効果
に個人差があり、全ての人に同様の効果を得られるまでには至らなかった。全身的な感染予防に役立つことの
できる、より効果的な口腔ケアを実施するためには含嗽水の重曹水、ハッカ油、オリーブ油の割合や口腔ケア
を実施するときに使用する物品など今後も検討が必要である。
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5-9-6　口腔ケア②
重度嚥下障害患者の肺炎予防取り組みの一例

1 医療法人美﨑会　国分中央病院　看護部，2 医療法人美﨑会　メディカーサ国分中央，3 医療法人美﨑会　国分中央病院　院長

みなみはし まゆみ

○南橋 まゆみ（看護師）1，櫻田 ルミ 1，田島 縁 1，花見 将一郎 2，藤﨑 剛斎 3

【はじめに】
厚生労働省の人口動態統計によると肺炎は日本人の死因順位第５位であり、当院療養病棟における長期入院患
者においても嚥下障害が重度であるケースが多く肺炎リスクが高いことが推測される。前回、当病棟にて経口
摂取患者に対し口腔内のアセスメントと多職種連携による口腔ケアの見直しをした結果、肺炎罹患率が有意に
減少した研究結果を第一報として発表した。今回脳出血後遺症により重度の摂食嚥下障害患者に対し、経口摂
取を維持しながら肺炎予防が行えている症例を報告する。

【症例】
氏名：I 氏、年齢：８０歳代、性別：女性
主病名：脳出血後遺症、H29 年 4 月に肺炎罹患歴あり 左片麻痺患者
ADL：基本動作：全介助
摂食嚥下機能評価
OAG：18 点 ( 中～重度の機能障害 ) MASA 100/200 点（嚥下障害重度 誤嚥リスク重度）
栄養状態
TP：5.9 ｇ / ｄｌ（基準値 6.7 ～ 8.3 ｇ / ｄｌ）
Alb：2.7 ｇ / ｄｌ（3.8 ～ 5.3 ｇ / ｄｌ）

【取り組み】
 期間：平成 29 年 9 月～現在
1. 口腔ケア（歯科衛生士）：OAG の結果を元にケアの助言と介入方法を決定
2. 食事中のポジショニング：頚部進展位になりやすく頚部の過緊張が著明であるため、U 字枕を使用し頸部の
緊張緩和と姿勢保持に努める
3. 食事形態の見直し：ミキサー粥の増粘剤を見直し口腔内の残渣を低減。栄養補助食品を併用し 1 日 1400Kcal
を維持

【結果】
摂食嚥下機能評価：OAG 15 点 MASA 100/200 点
食事摂取量：全量から 9 割程度
栄養状態 TP：7.7 ｇ / ｄｌ Alb：3.5 ｇ / ｄｌ取り組み開始後は肺炎を発症することなく経過している

【考察】
安定した姿勢による食事と食事介助、口腔ケアの実施が一定量の食事量摂取の維持につながり、肺炎発症に至
らず経過していると考える。しかし OAG の結果では口腔機能の改善が乏しかった。口腔ケアへの拒否もあり
改善につながりにくかった点が予想される。今後はより適切な口腔ケアを検討し、より安定した経口摂取を維
持できるよう努めたい。
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5-9-7　口腔ケア②
誤嚥性肺炎予防のための口腔スプレーを用いた口腔内保湿の効果

医療法人社団帰厚堂　南昌病院　看護科　医療 A 病棟

さとう あきこ

○佐藤 明子（看護師），山崎 飛鳥，藤村 純子

【はじめに】口腔ケアは、誤嚥性肺炎の予防に重要といわれている。しかし、A 病棟の業務内容から 1 日 1 回
以上の口腔ケアを毎日全員に行うのが困難な状況である。そこで口腔内の乾燥を防ぎ保湿することで、口腔内
環境を整え、誤嚥性肺炎を予防することを目的に口腔スプレーを 1 日 4 回使用した 4 例の結果を報告する。
【目的】口腔スプレーを用いて、口腔内保湿をすることで誤嚥性肺炎の症状を予防する。
【方法】研究期間 H30 年 10 月～ H31 年 1 月。A 病棟の経口摂取できない患者で、乾燥状態の評価基準（柿木
の分類）が中等度以上、過去 3 カ月の間に 38,5℃以上の発熱があった誤嚥性肺炎の既往のある 4 名に対し、口
腔スプレーを 1 日４回施行し、口腔内環境、炎症徴候を口腔スプレーの使用前後で比較をした。
【倫理的配慮】対象患者・家族には書面をもって説明し所属施設の倫理委員会の承諾を得た。
【結果】日常の口腔ケアに加え口腔スプレーを１日４回、3 ヶ月間行った。その結果、発熱日数は 4 名合計前
23 日から、後 9 日と減少。抗生剤の使用日数は 4 名合計前 11.2 日から後 2 日となった。CRP 値は平均前 2.16mg/
dl から後 1.46㎎ /dl となり、WBC 値は平均前 11078/ μL から後 7620/ μL となった。口腔内常在菌培養では、
菌の総数が減り、菌の種類も減った。
【考察】口腔スプレーを 1 日 4 回使用することで、口腔内の保湿時間が長くなり、口腔内環境を整えることが
できたと考える。また臨床データの改善がみられ、口腔内保湿は誤嚥性肺炎の予防に効果があったと予測され
ることから、継続が重要なポイントになると考えられる。
【結論】口腔スプレーを用いた保湿は、臨床データより誤嚥性肺炎の予防に繋がることが確認できた。1 日 4
回の口腔スプレーは使用が容易なため、継続することが重要と考える。


